
お客様各位 

令和２年４月２１日 

兵庫みらい農業協同組合 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた 

勤務体制の変更等について 

  

平素はＪＡ兵庫みらいの各事業をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

緊急事態宣言の発出を受け、当ＪＡでは地域インフラ役割を担う事を前提として、必

要かつ最低限の営業活動を行ってまいりました。 

しかしながら、現状は全国的な新型コロナウイルスの感染拡大が続き予断を許さな

い状況になっています。今後は、ＪＡとして組合員や地域の皆さまの生活をサポートす

る上で、金融サービス提供が最低限維持し継続できる体制にて営業することとしました。 

つきましては、本支店及び一部の事業所では下記の通りの対応とさせていただきま

す。ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解賜りたくお願い申し上げます。 

 

 

１． 来店されたお客様に応対する担当者は３班に分けたスプリット勤務体制としますの

で、処理が遅延し時間がかかる場合があります。 

 

２． 渉外担当者及びライフアドバイザーによる訪問活動は自粛させて頂きます。なお

特に重要な事情がある場合のみ、訪問をご承諾いただければ、体調管理を行った

職員が訪問します。 

 

 

上記体制の変更期間 ： 令和２年４月２３日(木) ～ 当面の間 

 

 

 

 

皆様にはご不便とご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご理解とご協力をお願い

申し上げます。 

 

以  上 


